
重層的支援体制整備事業における
体制構築

※ 本資料については、担当部局における現時点の検討内容等について整理
したものであり、内容については今後変更等があり得るので留意されたい。



重層的支援体制整備事業の実施にむけた体制構築の基本的な考え方
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◆体制整備に向けたプロセスも重要

• どのような体制を構築を目指していくか、また、そのためにどのように取り組みを進めていくか

など、整備する体制そのものに加え、その構築の過程も重要である。

• 庁内の関係部局のみならず、支援関係機関をはじめとする庁外の関係者とも議論を積み

重ねること等を通じて、目指すべき体制やそれに向けてどのように進めるか等について、意

識の共有を図りながら体制の構築をすすめていくことが必要。

◆ 体制構築を進めるうえでの前提条件

○ 重層的支援体制整備事業は、市町村全体で包括的な支援体制の構築を進めること

をめざすもの。

○ 既存の支援関係機関の専門性や積み重ねてきた実践など、地域資源の強みを活か

す体制とする。

○ 社会福祉法第106条の４第2項に規定される事業全てを実施する。

・各事業の実施要件（人員配置、設備基準）は引き続き適用される。

○各事業は委託による実施も可能。

・同じ事業を、直接実施と委託を組み合わせて実施する体制も含め、各自治体の実情に応じた体制の整備
が必要。
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重層的支援体制整備事業の実施体制・拠点の類型（例）

○ 重層的支援体制整備事業は、市町村全体で包括的な支援体制の構築を進めることをめざすものであり、

個々の支援拠点の具体的な設置形態については、

・既存の各分野の拠点のまま他の分野の関係機関と連携して対応する形態や、

・いわゆるワンストップの総合窓口を設けるもの

など様々な形態が想定される。

○ 設置形態の類型化すると以下のとおりであるが、どのような実施体制とするか、既存の支援関係機関の専

門性や積み重ねてきた実践など、地域資源の強みを活かす体制を、各市町村がそれぞれ地域の状況や関

係者との意見を踏まえて検討いただくもの。

類型 内容

基本型事業・拠点

○単一の既存事業の委託を受け支援を実施する形態。従来の機能をベースとしつつも、複合

的な課題を抱えた者の相談の受けとめや、他の支援機関へのつなぎなど市町村の体制・

チームの一員として、住民の様々なニーズに対応する。単一の事業の人員配置基準を満た

す。

統合型事業・拠点

○複数分野（最大４分野）における既存の各事業の委託を受け、集約して支援を実施す

る形態。複数事業の人員配置基準をそれぞれ満たす。

※ 介護と障害のみ等、４分野のうち特定の複数分野に限り行う場合も含む。

地域型事業・拠点

○ 地域住民に身近な場所等で相談等に応じる形態。住民自身も担い手となることも想定。

活動は、改正社会福祉法に基づく事業実施計画や支援会議の仕組みを通じ、専門的

バックアップを受けて実施。



C地区 D地区

A地区 B地区

基本型
（利用者
支援事業
機能）

基本型
(生活困窮者自
立相談機能)

基本型
(地域包括支援
センター機能)

基本型
（障害者相談
事業機能）

基本型
(地域包括支援
センター機能)

一部統合型
（地域包括＋
障害者相談）

一部統合型
（地域包括＋
障害者相談）
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C地区

D地区

A地区 B地区

基本型
（利用者
支援事業
機能）

基本型
(生活困窮者自
立相談機能)

基本型
(地域包括支援
センター機能)

基本型
(地域包括支援
センター機能)

基本型
(地域包括支援
センター機能)

基本型
(障害者相談
事業機能）

基本型
(障害者相談
事業機能）

基本型
(地域包括支援
センター機能)

既存の拠点の設置形態（基本型）は変更せず各支援機関間
の連携を図る場合の例

一部の拠点を統合型拠点とする場合の例

A地区 B地区

C地区 D地区
地域型

地域型

地域型

既存の拠点をまとめた統合型拠点を設置するとともに、住民身近な地
域において地域型拠点を設ける場合の例

地域包括支援センター機能
障害者相談支援事業機能
利用者支援事業機能

生活困窮自立相談支援機能

統合型拠点

地域型

※ これら既存の関係機関

による支援体制の整備に
加えて、「参加支援」、「ア
ウトリーチ支援」、「多機関
協働」といった既存の事業
を支えて支援体制の強化
を図る新たな機能を追加

拠点の類型を組み合わせた相談支援体制の整備例



重層的支援体制整備事業の実施にむけた体制構築
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◆ 体制構築の進め方：各自治体の実情に応じて構築する

○ 各市町村において、どのような体制を構築を目指していくか、また、そのた
めにどのように取り組みを進めていくかなど、整備する体制そのものに加え、
その構築の過程も重要である。

○ 事業実施にあたっては、庁内の関係部局とこれまで以上に連携するとともに、
支援関係機関をはじめとする庁外の関係者とも議論を積み重ねること等を通
じて、目指すべき体制やそれに向けてどのように進めるか等について、意識
の共有を図ることが求められる。

○ そのため、体制構築に関する基本的な考え方や進め方を以下で整理している。

○ 体制については全国で同一の体制を整備するのではなく、地域の実情に応じて構

築されるべきものであり、この資料で整理している具体的な進め方や体制の事例はあくま
で一例であり、関係者が意見交換を進め、納得しながら、取組を進めることが重要である。



重層的支援体制整備事業の実施に係る体制構築

【重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討】

 事業実施体制について、行政機構内の体制、支援関係機関による支援体制、住民や関係機関との連
携体制を、それぞれの関係者と協議・議論を行い検討して決定する。

 庁内の重層的支援体制整備事業に関係する高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援、生活困窮者支援に関

わる部課内での議論、関係部課間での議論、関係部課と所管する支援関係機関との議論、分野を超えた関係

機関等との議論などを組み合わせ、繰り返しながら検討を進める。

 庁内関係部課との協議のうえ「重層的支援体制整備事業実施計画」（以下、実施計画）の「案」を作成し、そ

の案を土台に関係機関との議論を踏まえ成案としていくなど、実施計画の策定過程を活用して検討を進めることが

有効と考えられる。

【重層的支援体制整備事業実施後のチェックと見直し】

 事業の実施状況を把握し、より効果的に各事業が実施できる体制を検討し、適宜見直し、再編する。

 事業実施後も、実施計画に定めた事業目標や評価指標に基づき、事業の実施状況等を定期的に分析・評価し、

必要に応じて体制の見直しも行う必要がある。

 地域福祉計画の策定・見直しサイクルと同様に、年に１度以上は実施計画に基づき、事業の実施状況を把握・

評価し、体制の再構築の要否を含めて検討するなどの方法が考えられる。

 実施状況の評価においては、地域生活課題への対応が適切に行われているかという観点から、例えば、包括的な

支援が円滑に提供されているか、一つの相談機関等に過剰な負担が生じていないか、既存の事業の推進を妨げ

ていないか、一体的になされた財政支援が適切に配分されているかなどの実態を把握したうえで、幅広い観点につ

いて議論を行い体制を含む事業の実施について検討を行う。

体制構築の考え方



重層的支援体制整備事業の実施に係る体制構築の進め方の例

1. 庁内の関係部局による協議

 重層的支援体制整備事業を所管する部課において、事業実施に向けた検討体制の案を作成。

 庁内の関係課（重層的支援体制整備事業に包含される事業を所管する高齢者福祉、障害者福祉、子育て
支援、生活困窮者支援の担当課）と検討体制について検討。

 各課で把握している地域生活課題に対する認識、支援関係機関の配置状況、各分野における課題を共有し、
包括的な支援体制の整備に関する考え方を共有。（実施計画①基本方針の案を作成する）

 重層的支援体制整備事業の実施体制（実施計画②）の案を作成する。

 地域住民や関係機関等と議論する場の構成、設定方法について定める。

2. 事業委託を想定する機関等との協議

 重層的支援体制整備事業の各事業の委託先として想定される支援関係機関など、事業実施に直接関わる関
係機関等と事業実施の基本方針、具体的な事業実施体制について検討を行う。

3. 地域住民や関係機関等との協議

 地域の現状と課題を共有し、協議・議論を行いながら包括的な支援体制の整備についての方針を定める。（実
施計画の①基本方針を確定）

 地域のニーズや人材、地域資源の状況等を把握・見える化し、分析を行い、重層的支援体制整備事業全体お
よび各支援事業における事業目標と実施体制を検討する。（実施計画の③目標、②実施体制を作成）

 その際、支援関係機関や住民主体の活動など、既存の社会資源を活かした実施体制となるよう留意し、特に、地域づくりに
向けた支援については、既存の地域のつながりや支え合う関係性を十分理解した上で、地域住民の主体性を中心に置いた
体制とすることを基本とする。

4. 実施計画の策定（庁内関係部局との協議）

 関係機関等との協議を踏まえ、評価指標を設定する。（実施計画③）

 各事業を担う支援関係機関を支え、また支援や活動を活性化し、各支援が相乗効果を発揮し効果的に展開さ

れるよう、各関係機関間の連携するための体制を検討する。（実施計画の④一体的な連携に関する事項）

※ 共通して必要と考えられる体制構築の過程を例示したものであり、検討
の順番、内容については各地域の実情に応じて取り組むよう留意する。



○ 地域における支え合い活動や教育との連携など、地域の自主的な活動を支援するため、「地域づくり組織」を基盤とした各
施策を推進。

○ 身近な距離で分野を超えた総合相談を行い、地域をバックアップする「まちの保健室」の整備と体制強化。
○ 「エリアディレクター」による多機関協働の取組で、エリアネットワークを強化し、地域の課題解決能力を向上。

★エリアディレクターの業務
地域づくり組織、まちの保健室と協力し、把握した個別のケースについては、高齢、障害、児童、困窮、教育の各分野で任命された

５名のエリアディレクターが支援を組み立て、エリア会議を通じて関係者（関係機関）の連携調整を行う。
縦割りの関係者から一歩踏み出した支援を引き出し、それらを積み重ね、地域の課題解決能力を高める。（1+1を3にしていく）

包括的な支援体制の整備例（三重県名張市）

名張市地域福祉教育総合支援システム
～ 地域まるごと福祉・教育構想 ～
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自治体概要※

人口 78,896人
面積 129.77 ㎢
※人口１人あたり面積

0.164 ㎢

小学校数 14
中学校数 5



包括的な支援体制の整備例（茨城県東海村）
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自治体概要※

人口 38,373 人
面積 38.00 ㎢
※人口１人あたり面積

0.099 ㎢

小学校数 6
中学校数 2

住民と専門職との連携・協働により、地域での相談支援力を強化

○ さまざまな生活課題を抱える住民を地域で早期発見し，専門職と連携・協働しながら，地域の中で支え合える仕組み
を構築。

○ 地域での支え合いの中では解決が困難な場合、適切に専門機関につながり解決に向かうよう、専門職同士のネット
ワークを構築。行政各課を含む専門職は、“待ち”の姿勢ではなく、自ら積極的に支援が必要な方にアプローチするア
ウトリーチの姿勢で対応。



トータルサポート機能

総合相談を中心とした連携体制と庁内連携のためのトータルサポート機能を整備
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包括的な支援体制の整備例（兵庫県芦屋市）

○トータルサポート係の設置（平成
23年４月）

• 令和元年度：保健師７名配置
（専任２・兼務５）

• 保健師４名は地区を担当し，他
機関からの相談や要請に応じて，
面談や訪問等に同行

• 部署横断的対応・制度の狭間支
援を行う

• 保健師の専門性を活かし，個別
支援，組織支援を行う

○連携のためのツールを作成・周知
• Maybe-Sheet

（虐待疑い相談シート）

• Feedback-Sheet 

• Joint-Sheet（自立相談支援
機関紹介シート）

○「総合相談窓口」を中心に各専門相談窓口、市役所各課、地域組織が連携して地域生活課題を把握し、対応。

○ 庁内にトータルサポート機能を担う保健師をトータルサポート係（現・地域福祉係）として配置。連携のためのツー
ル(相談をつなぐ様式）を整備し、個別支援を行う各担当部署・相談機関をサポート。

自治体概要※

人口 96,020 人
面積 18.47 ㎢
※人口１人あたり面積

0.019 ㎢

小学校数 8
中学校数 3



○市内20か所中2か所の地域包括支援センターに「多機関型地域包括支援センター」を併設。
（地域包括支援センター運営法人に委託）

○高齢、障害、子育て、生活困窮など多分野・多機関に渡る福祉分野に関連する相談に、ワン
ストップで対応するための相談窓口として設置し、相談支援包括化推進員各３名を配置。

○相談の受けとめ、課題の把握・整理、支援機関の調整・コーディネート、継続的な支援を実施

包括的な支援体制の整備例（長崎県長崎市）
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ワンストップ相談窓口を設置

自治体概要 （Ｒ2.5月末現在）

人口 413,483人
面積 405.86㎢

小学校数 78
中学校数 41

（※人口１人あたり
面積 00.01 ㎢）



包括的な支援体制の整備における体制の変化と、体制課題の継続的な検証（福井県坂井市）

○（当初）各相談支援機関で対応できない複合的な課題を抱える相談、他分野他施策との調整を要する相談は、相談支援包括化推進員が受付け、ワンストップ
で対応する体制だったが、相談支援包括化推進員の業務が過多となった。

○ 高齢・障害・子ども・生活困窮の4分野による事務局（以下「４分野事務局」という。）によるWG及び相談支援包括化推進会議を設置し、相談支援包括化
推進員の役割、既存の相談支援機関との関係などを検討し、（現在）相談支援包括化推進員は、直接相談ケースには対応せず、複合的な課題への対応を協
議する「さかまる会議」（相談支援包括化個別会議）のコーディネーターに位置付け、連携して支援方針を検討、対応する体制に変更。

○（体制変更後）方針が決まったため4分野事務局を生活困窮のみの事務局に変更したところ、「関係課の意見が反映しにくくなる」、「関係課内での意識浸透
がしにくくなる」など、事務局と関係課との間で、全庁的な相談体制のイメージに齟齬（ズレ）が生じるようになった。 4分野事務局WGを再開させ各担当
課が合同で継続して検討・検証していくこととした。

障害
相談支援包括化
推進員児童

生活困
窮

高齢者

当初

課題分野が明確な相談

複合的な課題
がある相談

障害

さかまる会議

児童 生活困窮高齢者

各分野に関係する相談

複合的な課題
がある相談

体制変更後

福祉関係課

社会福祉協議会

その他関係課

相談支援機関

相談支援包括化推進員

相談支援包括化推進会議
【役割】
相談支援の包括化を図るための相談支援機関同士

の具体的な連携方法を検討
【回数】
1回/１～２ヶ月

【構成】
学識経験者、高齢・障害・生活困窮の相談支援機

関、社協、行政各課（子どもは途中から合流）

相談支援包括化推進会議
【役割】
さかまる会議の検証、相談支援包括化を図るための各相談支援機関の具体的な連携方法を

検討
【回数】
1回/１～２ヶ月

【構成】
学識経験者、高齢・障害・子ども・生活困窮の相談支援機関、社協、行政各課

（新設）さかまる会議（相談支援包括化推進個別会議）

【役割】関係機関同士の情報共有とチームによる支援方針及び役割分担の決定の場（対象者は限定しない）

【回数】２回/月
【構成】各相談支援機関、各相談支援機関の所管課、関係課（教育、市営住宅、水道など）、社協

子ども
所管課

高齢
所管課

障害
所管課

生活困窮
所管課

事務局
生活困窮
所管課

事務局
高齢
所管課

障害
所管課

生活困窮
所管課

事務局

子ども
所管課

合流

事務局WG（４分野事務局）

・WGで、相談体制のあり
方について議論
・議論した内容を相談支援
包括化推進会議へ提言

相談支援包括化推進員に業務が集中

・さかまる会議、相談支援包
括化推進会議の運営
・４分野WGがなくなったこ
とで、関係課との間で、全庁
的な相談体制のイメージに齟
齬（ズレ）が生じるように
なった。

報告 検証

実績
とりまとめ 改善

・４分野事務局WG
を再開
・４分野が合同で継続
的に検討していく必要
性を再認識

体
制

事
務
局

相
談
支
援
包
括
化

推
進
会
議

相談支援包括化推進員
（さかまる会議のコーディ
ネーターとして位置づける）
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①三重県 名張市

○当初：住民に身近な「まちの保健室」等からあがってきた相談を各部署で受け付け、地域包括支援センターに配置したエリアディ
レクター（相談支援包括化推進員）が連携をコーディネートする体制を構築。
→ 複合的な課題はエリアディレクター任せになりがちとなり、連携がうまくいかなくなっていった。

○現在：各部署にエリアディレクターを配置。各分野の相談として受けた相談については、それぞれが対応することを基本とし、複
合的な課題など他分野とともに対応する必要性がある場合には、各エリアディレクターが中心となって分野横断の支援関係機関が
集め、支援方針を協議しながら対応する体制に変更。

包括的な支援体制の整備における体制変化

障害
地域包括支援
センター

児童 困窮

教育
委員会

名張市役所

障害

地域包括支援
センター

児童
困窮

エリアディレクター
教育委員会

名張市役所

エリアディレクター

エリアディレクター

エリアディレクター

エリアディレクター

エリアディレクター

当初
見直し後

②福井県坂井市

○当初：各相談支援機関で対応できない複合的な課題を抱える相談、他分野他施策との調整を要する相談は、相談支援包括化
推進員が受付け、ワンストップで対応する体制

○現在：相談支援包括化推進員は、直接相談ケースには対応せず、複合的な課題への対応を協議する「さかまる会議」（相談
支援包括化推進会議のコーディネーターに位置付け、連携して支援方針を検討、対応する体制。

障害
相談支援包括
化推進員児童

生活困
窮

高齢者

当初

課題分野が明確な相談
複合的な課題
がある相談

障害

さかまる会議

児童 生活困窮高齢者

各分野に関係する相談

複合的な課題
がある相談

見直し後

福祉関係課

社会福祉協議会

その他関係課

相談支援機関

相談支援包括化推進員
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